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Ⅰ．基準の性格等 
 

表記 正式名称 

法 介護保険法(平成９年法律第１２３号) 

省令 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

(平成１８年厚生労働省令第３４号) 

条例 小田原市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例 

(平成２４年小田原市条例第２３号) 

施行規則 小田原市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例施行規則 

(平成２５年小田原市規則第１号) 

 

(１)基準の性格 

  

●指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めなければならない。 

●指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との

結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

●指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

●指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の２第

１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければ

ならない。 

●指定地域密着型サービス事業者は、地域との連携を通じて非常災害時において担う役割を明確にし、その

実現に努めなければならない。 

 

 

●基準は、サービス事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、事業者

は、常に基準に従い、適正な運営をするよう努めなければならない。 

●サービス事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、サービス事業の

指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、①相当の期間を定

めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に

至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなか

ったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができる。(③の命令をし

た場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。)なお、③の命令に従わない場合

には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の

効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する報酬

の請求を停止させること)ができる。 

●ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取 

り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされている。 

①次に掲げるとき、その他事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

(ア)サービス事業の提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

基準の性格 

一般原則 
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(イ)地域包括支援センター(介護予防支援事業所としての地域包括支援センターを含み、地域包括支

援センターから介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の再委託を受けた居宅介護支援事

業所を含む。以下同じ。)又は居宅介護支援事業者の従業者に対し、利用者に対して特定の事業

者によるサービスを利用させることの代償として、金品、その他財産上の利益を供与したとき 

②利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

●運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をするこ

とができなくなったことを理由として指定が取り消され、規則に定める期間の経過後に再度当該事業か

ら当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、そ

の改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとする。 

●特に、サービス事業においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等

にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応する。 

 

（２） 定義及び基本方針 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護 

【定義】(法第８条第１５項) 

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、 

①居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居

宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを

行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又

は必要な診療の補助を行います。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっ

ては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合し

ていると認めた居宅要介護者についてのものに限ります。  

  ②居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を 

行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定

める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であっ

て、厚生労働省令で定めるものを行います。  

【基本方針】(条例第６条) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その

利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問

し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅

において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を

支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければなりません。 

次に掲げるサービスを提供するものです。 

(１)省令第３条の３第１号の定期巡回サービス 

(２)随時対応サービス 

(３)省令第３条の３第３号の随時訪問サービス 

(４)訪問看護サービス 
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Ⅱ．人員基準について 
 

(１)管理者(施行規則第４条)  

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所

の管理業務に従事するものとします。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が

ないときは、他の職務を兼ねることができます。なお、管理者はオペレーター、定期巡回サービスを

行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等又は訪問看護サービスを行う看護師等であ

る必要はありません。 

    ①当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介

護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等又は訪問看護サービスを行う看護師又は計画作成

責任者等の職務に従事する場合です。 

    ②当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が訪問介護事業者、訪問看護事業者又は夜間対応

型訪問介護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてそれぞれの事業が一体的に運営さ

れている場合の、当該訪問介護事業所、訪問看護事業所又は夜間対応型訪問介護事業所の職務に

従事する場合です。 

    ③同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認め

られる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事者

としての職務に従事する場合です。(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問いません

が、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設

において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支

障があると考えられます。ただし、施設等における勤務時間が極めて限られている職員である場

合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えありません。） 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．２)(平成２４年３月３０日)) 

(問２２) 

Ｑ一体型定期巡回・随時対応サービスの管理者の資格要件は定められていないが、当該事業所が訪問看護

事業所の指定を受けようとする場合の取扱い如何。 

Ａ一体型定期巡回・随時対応サービス事業所の管理者が保健師又は看護師以外の者である場合は、一体的

に実施する訪問看護事業所には当該管理者とは別の管理者(保健師又は看護師)を配置する必要がある(結

果として同一の事業所の事業ごとに２人の管理者が置かれることとなる。)。 

また、この場合、事業所全体で常勤換算２．５人以上の看護職員が配置されていれば、いずれの事業の

基準も満たすものである。 

なお、当該訪問看護事業所の管理者は、一体型定期巡回・随時対応サービス事業所における保健師又は

看護師とすることも可能である。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(平成２７年４月１日)) 

(問３) 

Ｑ各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第２３条第１項に規定する所定労働時間の短縮措

置の適用対象となるのか？ 

Ａ労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されて

いることから、「管理者」が労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労
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働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定

その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して

判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、

同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第２３条第１項の措置とは別に、同項の所定労

働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る

観点からは、むしろ望ましいものである。 

 

(２)計画作成担当者(施行規則第３条) 

計画作成責任者は①から④までに掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者のうち、看護師、介

護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員から１人以上を選任しなければな

らないこととしており、オペレーターの要件として認められているサービス提供責任者として１年以上

従事した者については当該資格等を有しない場合、計画作成責任者としては認められないことに留意し

てください。また、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできるものである。なお、利

用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとします。 

 ①オペレーター 

 ②定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

 ③随時訪問サービスを行う訪問介護員等  

④訪問看護サービスを行う看護師等 

 

(３)オペレーター(施行規則第３条) 

①オペレーターは看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員で

なければなりません。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯

において、当該オペレーター又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護師等との緊密な

連携を確保することにより、利用者からの通報に適切に対応できると認められる場合は、サービス

提供責任者として１年以上(介護職員初任者研修課程修了者及び旧訪問介護職員養成研修２級修了

者にあっては、３年以上)従事した者をオペレーターとして充てることができることとしていま

す。この場合、「１年以上(３年以上)従事」とは単なる介護等の業務に従事した期間を含まず、サ

ービス提供責任者として任用されていた期間を通算したものです。 

②オペレーターは提供時間帯を通じて１以上配置している必要があるが、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域

を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えありません。また、午後６時から午前

８時までの時間帯については、ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的

なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機

能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築

し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合は、必ずしも事業所内

で勤務する必要はない。さらに、サテライト拠点を有する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所においては、本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて常時１以上のオペレータ

ーが配置されていれば基準を満たすものです。なお、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を

考慮し適切な員数の人員を確保するものとします。 
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③オペレーターは、原則として利用者からの通報を受ける業務に専従する必要があるが、利用者の処

遇に支障がない場合は、定期巡回サービス及び訪問看護サービス並びに同一敷地内の訪問介護事業

所、訪問看護事業所並びに夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができます。なお、当

該オペレーターが、定期巡回サービスに従事している等、利用者の居宅においてサービスの提供を

行っているときであっても、当該オペレーターが利用者からの通報を受けることができる体制を確

保している場合は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要件を併せて満たします。また、利用

者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができますが、これは、例えば、市が地域

支援事業の任意事業において、家庭内の事故等による通報に、夜間を含めた３６５日２４時間の随

時対応ができる体制を整備する事業を行っている場合、その通報を受信するセンターと定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の設備の共用が可能であり、オペレーターは、この市が行う事業の

受信センター職員が行う業務に従事することができるということです。 

④オペレーターのうち１名以上は、常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉

士又は介護支援専門員でなければなりませんが、同一敷地内の訪問介護事業所及び訪問看護事業所

並びに夜間対応型訪問介護事業所の職務については、オペレーターと同時並行的に行われることが

差し支えないと考えられるため、これらの職務に従事していた場合も、常勤の職員として取り扱う

ことができます。 

⑤オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等として従事することができます。なお、基

準第３条の４第７項における「利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合」とは、

ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報(具体的なサービスの内容、利用者の心

身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利

用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な

対応を行うことができると認められる場合です。 

⑥基準第３条の４第５項各号に掲げる施設等の入所者等の処遇に支障がないと認められる場合に、当

該施設等の職員(①の要件を満たす職員に限ります。)をオペレーターとして充てることができま

す。また、当該オペレーターの業務を行う時間帯について、当該施設等に勤務しているものとして

取扱うことができます。ただし、当該職員が定期巡回サービス、随時訪問サービス又は訪問看護サ

ービスに従事する場合は、当該勤務時間を当該施設等の勤務時間には算入できない(オペレーター

の配置についての考え方については③と同様)ため、当該施設等における最低基準(当該勤務を行う

ことが介護報酬における加算の評価対象となっている場合は、当該加算要件)を超えて配置してい

る職員に限られることに留意します。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 

(問１４５) 

Ｑ定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。 

Ａオペレーターについては、利用者からの通報を受け付けるに当たり支障のない範囲で、当該事業所の定

期巡回サービス、随時訪問サービス(午後６時から午前８時までの間に限る。)、訪問看護サービス(オペ

レーターが保健師、看護師又は准看護師の場合に限る。）に従事できる。 

また、一体的に運営する訪問介護事業所、訪問看護事業所(オペレーターが保健師、看護師又は准看護師

の場合に限る。）及び夜間対応型訪問介護事業所の職務（利用者に対するサービス提供を含む。）にも

従事可能である。 

なお、オペレーターが他の職務に従事する場合は、利用者からの通報を適切に受け付ける体制を確保す

ることが必要である。 
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また、訪問介護事業所のサービスに従事した時間については訪問介護事業所における勤務延時間数とし

て算入することが可能である。 

(問１４６) 

Ｑ訪問介護事業所のサービス提供責任者は常勤・専従とされているが、一体的に運営されている定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の従業者を兼務することは可能か。また、夜間対応型訪問介護のオペレー

ターや随時訪問を行う訪問介護員等はどうか。 

Ａいずれの職種の者も定期巡回・随時対応サービスの従業者として兼務が可能であり、訪問介護事業所の

サービス提供責任者が定期巡回・随時対応サービス事業所及び夜間対応型訪問介護事業所のオペレータ

ーを兼務しながら、地域を巡回するあるいは利用者へのサービス提供を行うといった勤務形態について

も利用者の処遇に支障がない範囲で認められるものである。(夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター

や随時訪問を行う訪問介護員等も同様。) 

なお、常勤のサービス提供責任者が定期巡回・随時対応サービスに従事する場合、当該サービス提供責

任者は訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所における常勤要件をそれぞれ満たすも

のである。 

 

(４)訪問介護員等(施行規則第３条) 

     ①定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数については、必要な数としているが、サービス利用の状

況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとします。 

   ②随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

      (ア)随時訪問サービスを行う訪問介護員等は当該職務に専従し、かつ、提供時間帯を通じて１以上配

置している必要がありますが、定期巡回サービス及び同一敷地内の訪問介護事業所並びに夜間対

応型訪問介護事業所の職務に従事することができることとしているほか、オペレーターが当該業

務に従事することも差し支えありません。また、午後６時から午前８時までの時間帯について

は、利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるな

ど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内

で勤務する必要はない。さらに、サテライト拠点を有する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所においては、本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて、事業所として必要

とされる随時訪問サービスを行う訪問介護員等が配置されていれば基準を満たします。なお、サ

ービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものです。 

   (イ)看護師等の資格を有している者については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初

任者研修関係)」(平成２４年３月２８日老振発０３２８第９号厚生労働省老健局振興課長通知)

により、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行う訪問介護員等の業務に従事することを認

めています。なお、看護師の資格を有する者を訪問介護員等として雇用する場合は、訪問介護員

等として雇用されているため、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の

世話の業務(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和６２年法律第３０号)の規定に基づく、自らの事

業又はその一環として、たんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ

内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)の業務

を行うための登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引等の業務を除く。)を行う

ものではありません。 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 
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(問１３７) 

Ｑ定期巡回サービスを提供しない時間帯を設けることは可能か。また、この場合、定期巡回サービスの提

供に当たる訪問介護員等を配置しないことはできるか。 

Ａ事業所としては、利用者のニーズに対し２４時間対応が可能な体制を確保する必要があるが、全ての利

用者に全ての時間帯においてサービスを提供しなければならないわけではなく、例えば適切なアセスメ

ントの結果、深夜帯の定期巡回サービスが１回もないといった計画となることもあり得るものである。 

また、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等は「必要数」配置することとしており、結果とし

て定期巡回サービスが存在しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置しないことも可能である。 

 

(５)訪問看護サービスを行う看護師等(施行規則第３条) 

   ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」

です。)の員数については常勤換算方法で２．５人以上としていますが、これについては職員の支援

体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、サービス利用の状況や利用者数及び業

務量を考慮し適切な員数の人員を確保します。 

   ②勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員についての勤務延時間数の算定については、次のとおりの取

扱いとします。 

    (ア)勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がある事業所における、勤

務日及び勤務時間が不定期な看護職員１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の勤務日及び勤

務時間が不定期な看護職員の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び移動時間

です。)とします。 

    (イ)勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短

期の実績しかない等のため(ア)の方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと

認められる事業所については、当該勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員が確実に勤務でき

るものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入します。なお、この場合

においても、勤務表上の勤務延時間数は、サービス提供の実態に即したものでなければならな

いため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時

間の適正化の指導の対象となるものです。 

   ③サテライト拠点があるときは、常勤換算を行う際の看護職員の勤務延時間数に、当該サテライト拠 

点における勤務延時間数も含めるものとします。 

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護職員が、オペレーターとして従事するとき及び定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成等において必要なアセスメントのための訪問を行うとき

の勤務時間については、常勤換算を行う際の訪問看護サービスの看護職員の勤務時間として算入し

て差し支えありません。ただし、(４)の②(イ)により訪問介護員等として定期巡回サービス及び随

時訪問サービスを行うときの勤務時間については、当該常勤換算を行う際に算入することはできま

せん。(当該勤務時間と訪問看護サービスを行う勤務時間を合算した時間数が、常勤の職員が勤務

すべき勤務時間数となる場合は、当該看護職員を常勤職員として取扱います。） 

⑤定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の事業と訪問看護の事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合

は、常勤換算方法で２．５以上配置されていることで、双方の基準を満たします。なお、これに加

えて複合型サービス事業者の指定を併せて受け、一体的に運営する場合は、さらに常勤換算方法で

２．５以上の看護職員の配置が必要であることに留意します。 



 8 

⑥訪問看護サービスを行う看護職員のうち、１人以上は常勤の保健師又は看護師でなければなりませ

ん。 

⑦訪問看護サービスを行う看護職員は、オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等のよう

に、常時の配置を求めてはいないが、利用者の看護ニーズに適切に対応するため、常時、当該看護

職員のうち１人以上の者との連絡体制を確保しなければなりません。 

⑧理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置します。(配置しな

いことも可能です。) 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 

(問１４８) 

Ｑ定期巡回・随時対応サービス事業所の看護職員がオペレーター業務又は利用者に対するアセスメント訪

問を行う際の勤務時間は、常勤換算の際の勤務延時間数に算入することが可能か。 

Ａ可能である。 

 

(６)連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準(施行規則第３条) 

    連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、訪問看護サービスの提供を行わず、連携 

   訪問看護事業所が行うこととなります。したがって、訪問看護サービスに係る人員、設備及び運営基準 

   が適用されないことを除けば、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護以外の定期巡回・随時対応型  

     訪問介護看護(以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」です。)に係る基準が全て適用さ  

れることになります。(訪問看護サービスの提供に係る事項を除きます。） 
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訪問介護員の具体的範囲について 

 

平成１３年３月２７日適用 

一部改正平成１７年４月１日適用 

一部改正平成１８年６月２０日適用 

一部改正平成２２年４月１日適用 

一部改正平成２５年４月１日適用 

一部改正平成３０年１２月１０日適用 

 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 

 

神奈川県における訪問介護員の具体的範囲については、平成 24 年 3 月 28 日付け老振発 0328 第９号厚

生労働省老健局振興課長通知「介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者研修・生活援助従事者

研修関係）」及び平成 12 年 3 月 1 日付け老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る

部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

に基づき、次のとおりとします。 

 
資格・要件等 証明書等 

研修等実施者 

（証明を所管する機関） 

研修等実施時

期 

旧課程相当

級 

1 介護職員初任者研修修了者 修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成 25 年度～ 

 

 

2 社会福祉士法及び介護福祉

士法に基づく実務者研修修

了者 

修了証明書 ・厚生労働大臣の指定を受け

た介護福祉士実務者養成施

設 

平成 2４年度

～ 

 

1 級 

3 訪問介護員養成研修課程修

了者（1 級、2 級） 

修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成 12 年度～

平成 24 年度

(平成 24 年度

中に開講し平

成 25 年度中に

修了した研修

も含む。) 

該当する各研

修課程 

4 介護職員基礎研修課程修了

者 

修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成 18 年 10

月～平成 24 度

(平成 24 年度

中に開講し平

成 25 年度中に

修了した研修

も含む。) 

 



 10 

5 ホームヘルパー養成研修修

了者（1 級、2 級） 

(平成 3 年 6 月 27 日付け厚

生省通知「ホームヘルパー

養成研修事業の実施につい

て」、平成7 年 7 月 31 日

付け厚生省通知「ホームヘ

ルパー養成研修事業の実施

について」) 

修了証書 ・都道府県 

・指定都市 

・都道府県、指定都市及び厚

生省から指定を受けた養成

研修事業者 

 

平成 3 年度～

平成 11 年度

(平成 11 年度

中に指定を受

け平成 12 年度

に実施した研

修も含む。) 

該当する各研

修課程 

6 家庭奉仕員講習会修了者(昭

和 62 年 6 月 26 日付け厚

生省通知「家庭奉仕員講習

会推進事業の実施につい

て」) 

修了証書 ・都道府県 

・指定都市 

 

昭和 62 年度～ 

平成 2 年度 

1 級 

7 家庭奉仕員採用時研修修了

者(昭和 57 年 9 月 8 日付け

厚生省通知「家庭奉仕員の

採用時研修について」) 

修了証書等 ・市町村 

・都道府県 

 

昭和 57 年度～ 

昭和 61 年度 

1 級 

8 昭和 57 年以前に県内で家

庭奉仕員として活動してい

た者 

家庭奉仕員

として市町

村で従事し

ていた旨の

証明書 

・県内市町村 

 

 

～昭和 57 年 2 級 

9 神奈川県立紅葉ヶ丘高等職

業技術校、同小田原高等職

業技術校及び横浜市中央職 

業訓練校の介護に関する訓

練課の昭和57 年度～平成

3 年度の修了者 

 

修了証書 ・各高等職業技術校等 

 

 

昭和 57 年度～ 

平成 3 年度 

1 級 

10 看護師 

 

免許状 ・厚生労働省  1 級 

11 准看護師 

 

免許状 ・都道府県  1 級 

12 保健師 

 

免許状 ・厚生労働省  1 級 

13 居宅介護職員初任者研修修

了者 

（「指定居宅介護等の提供

に当たる者として厚生労働

大臣が定めるもの」（平成

18 年 9 月 29 日厚生労働

省告示第538 

号）） 

修了証明書 

 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成 25 年度～ 
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14 居宅介護従業者養成研修修

了者（1 級、2 級） 

（「指定居宅介護等の提供

に当たる者として厚生労働

大臣が定めるもの」（平成

18 年 9 月 29 日厚生労働省

告示第 538 号）） 

（「指定居宅介護等の提供

に当たる者として厚生労働

大臣が定めるもの」（平成

18 年 3 月 31 日厚生労働省

告示第 209 号）） 

（「指定居宅介護及び基準

該当居宅介護の提供に当た

る者として厚生労働大臣が

定めるもの」（平成15 年

3 月 24 日厚生労働省告示

第 110 号）） 

修了証明書 ・都道府県 

・指定都市、中核市(平成 17

年度まで) 

・都道府県、指定都市及び中

核市の指定を受けた養成研

修事業者(指定都市・中核

市指定は平成 18 年 9 月ま

で) 

平成 15 年度～

平成 24 年度

(平成 24 年度

中に開講し平

成 25 年度中に

修了した研修

も含む。) 

該当する各研

修課程 

15 障害者（児）ホームヘルパ

ー養成研修修了者（1 級、2

級） 

（平成 13 年 6 月 20 日付

け障発第263 号厚生労働省

通知「障害者（児）ホーム

ヘルパー養成研修事業の実

施について」） 

修了証明書 ・都道府県 

・指定都市 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成 13 年度～ 

平成 14 年度 

該当する各研

修課程 

 

16 生活援助従事者研修修了者 修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成 30 年度

～ 

 

※訪問介護に従事する場合の証明書は、各資格、要件等に係る上記の証明書等を持って替えることができ

るものとします。 

※なお、介護福祉士も、「訪問介護」サービスを提供できる者にあたります。 

※ 生活援助従事者研修修了者は、訪問介護の「生活援助中心型サービス」に従事する者にあたります。 
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Ⅲ．設備基準について 
 

(１)設備及び備品等(施行規則第５条) 

①事業所 

(ア)事務室 

専用の事務室を設けることが望ましいですが、他の事業所と同一の事務室でも明確に区分されて

いれば可能です。 

(イ)相談室 

利用申込みの受付、相談等に対応する相談室を設ける必要があります。別室を設けることが難し

い場合は、プライバシーを確保するようパーテーション等で対応しても構いません。 

(ウ)その必要な設備及び備品 

(Ａ)手指を洗浄、消毒するための設備等感染症予防に必要な設備です。 

(Ｂ)鍵付き書庫等個人情報を保護するための設備です。 

②オペレーターが使用する機器等 

利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、事業所ごとに次の機器等を備

え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければなりません。 

(ア)利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

(Ａ)利用者に係る情報を蓄積する機器等については、オペレーターが所有する端末機から常時 

利用者の情報にアクセスできる体制が確保されていれば、必ずしも当該事業所に機器を保 

有する必要はありません。 

(Ｂ)常時利用者の情報にアクセスできる体制とは、情報通信技術の活用だけでなく、随時更新 

される紙媒体が一元的に管理されていることも含まれます。 

(イ)随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

通報を受ける機器は、必ずしも事業所に設置・固定されている必要はなく、地域を巡回する

オペレーターが携帯することもできます。(携帯電話等でも可能です。) 

③利用者に配布するケアコール端末 

(ア)利用者に対しては、当該利用者が援助を必要とする状態となった時に適切にオペレーターに通報 

できる端末機器(ケアコール端末)を配布しなければなりません。 

(イ)ケアコール端末は、利用者がボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるもので 

なければなりませんが、利用者の心身の状況によって、随時の通報を適切に行うことが可能な場 

合は、一般の家庭用電話や携帯電話でも可能です。 

(ウ)ケアコール端末等は、オペレーターからの通報を受診する機能や、相互に対話できるテレビ電話 

等が望ましいです。 

・事業所が夜間対応型訪問介護を併せて行っている場合は、設備を共用できます。 
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Ⅳ．運営基準について 
 

１ サービス開始の前に 

  

(１)内容及び手続の説明及び同意(施行規則第６条) 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族

に対し、運営規程の概要などを、説明書やパンフレットなど重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該事業所から指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始について利用申込者の同

意を文書により得なければなりません。 

・介護保険等関連情報の活用とPDCA サイクルの推進について。 

指定地域密着型サービスの提供に当たっては、法第118 条の２第１項に規定する介護保険等関連情報

等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向

上に努めてください。この場合、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term care 

Information system For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用す

ることが望ましいです。 

・重要事項を記した文書に記載すべきと考えられる事項は、以下のとおりです。 

①法人、事業所の概要(法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど） 

②営業日、営業時間、サービス提供時間 

③利用料その他費用の額 

④従業者の勤務体制(単位ごと) 

⑤事故発生時の対応 

⑥苦情相談窓口(事業所担当、市、国民健康保険団体連合会などの相談・苦情の窓口も記載) 

⑦事故発生時の対応、従業者の秘密保持義務、苦情及び相談の受付体制その他の運営に関する重要

事項、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施し

た評価機関の名称、評価結果の開示状況) 

・重要事項説明書の内容と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。 

・小田原市の苦情相談窓口は、以下の通りです。 

課名：高齢介護課、電話番号：０４６５―３３―１８２７、受付時間：８：３０～１７：１５(土曜

日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く) 

・神奈川県国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口は、以下の通りです。 

 課名：介護保険課介護苦情相談係、電話番号：０４５－３２９－３４４７、０５７０－０２２１１０

《苦情専用》、受付時間：８：３０～１７：１５(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く) 

 

【指導事例】 

・重要事項説明書を利用者や家族に説明、交付したことが記録等で確認できない。 

・重要事項説明書の記載項目漏れ及び内容が更新していない。(特に、市町の苦情相談窓口の更新。) 

・利用者の保険者の苦情相談窓口が記載されていない。 

・運営規程と重要事項説明書の内容が一致しない。 
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(２)提供拒否の禁止(施行規則第７条) 

正当な理由なく定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供を拒んではなりません。 

・原則として、利用申込に対して応じなければなりません。 

特に要介護度や所得の多寡等を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられています。 

・提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

①事業所の現員では、利用申込に応じきれない場合です。 

②利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し、自ら適切な定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難な場合です。 

 

(３)サービス提供困難時の対応(施行規則第８条)  

(２)にある①、②などの理由で利用申込者に対し自ら適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供することが困難であると認めた場合は、居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の定期巡回・随時

【参考】電磁的方法について 

・利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、文書の交付に代えて、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下「電磁的方法」という。）により提供す

ることができます。 

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち①又は②に掲げるもの 

① 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続す

る電子通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載

する方法 

② 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電子通信回線を

通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾

又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録する方法） 

ロ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法 

・イ及びロに掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書

を作成することができるものでなければなりません。 

・「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。 

・事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければなりません。 

・ 上記イ又はロに規定する方法のうち事業者が使用するもの 

・ ファイルへの記録の方式 

・文書又は電磁的方法による承諾を得た事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法

により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、利用申込者又はその家族に対

し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはなりません。ただし、利用申込者又はその家族が

再び文書又は電磁的方法による承諾をした場合は、この限りではありません。 
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対応型訪問介護看護事業者等を紹介するなどの適切な措置を速やかに講じなければなりません。 

 

(４)受給資格等の確認(施行規則第９条)  

①利用の申込みがあった場合は、その者の介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定

の有無及び要介護認定の有効期間を確認します。 

②介護保険被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、これに配慮し、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護サービスを提供するよう努めなければなりません。 

③介護保険負担割合証によって、その者の負担割合を確認します。 

 

(５)要介護認定の申請に係る援助(施行規則第１０条) 

①要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合には、要介護認定の申請が、既に行われて

いるかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当

該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなりません。 

②居宅介護支援事業者を利用していない利用者に対しては、継続して保険給付を受けるためには、要

介護認定の更新が必要となりますので、遅くとも要介護認定の有効期間満了日の３０日前には更新

申請が行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

２ サービス開始に当たって 

 

(１)心身の状況等の把握(施行規則第１１条) 

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければ

なりません。 

 

(２)居宅介護支援事業者等との連携(施行規則第１２条) 

   ①事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

②事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

 

(３)居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(施行規則第１４条) 

居宅介護支援事業者の作成した居宅サービス計画に沿った定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供し

なければなりません。 

・居宅サービス計画に基づかない定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、介護報酬を算

定することができません。 

 

(４)居宅サービス計画等の変更の援助(施行規則第１５条) 
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利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡等、必要な援助を

行わなければなりません。  

・(１)～(４)までは、他のサービス事業者、特にケアマネジャーとの密接な連携が必要となります。 

・居宅サービス計画を変更する場合等に、ケアマネジャーは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

等の居宅サービス事業者等を集めてサービス担当者会議を開催することとなっています。定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、利用者を取り巻くチームケアの一員としてこの会議に出席しなくては

なりません。サービス担当者会議において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、アセスメン

トやモニタリングに基づいた情報提供を行うとともに、居宅サービス計画原案について専門的立場から

提言し、他事業所との情報交換を図ります。 

 

 

３ サービス提供時  

  

(１)サービス提供の記録(施行規則第１７条) 

①事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供日及び内容、介護について利

用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サー

ビス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなりません。 

②事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、

その情報を利用者に対して提供しなければなりません。 

サービス提供の記録は、介護報酬請求の根拠となる書類です。記録によりサービス提供の事実が確認で

きない場合には、報酬返還になることもありますので、管理者はサービス提供記録をチェックし、不備

があれば、担当者への確認や指導を行ってください。 

 

(２)利用料等の受領(施行規則第１８条) 

①利用者負担として、１割、２割又は３割相当額の支払いを受けなければなりません。 

②利用者から支払いを受けた費用については、それぞれ個別の費用に区分した上で、領収書を交付し

なければなりません。 

③事業者は、利用料のほか、「通常の事業実施地域以外で行う場合の交通費(移動に要する実費)」を

利用者から受けることができます。 

④ケアコール端末についての費用徴収はできません。(電話料金は利用者負担です。) 

・利用者負担を免除することは、重大な基準違反です。 

・従業者が使用する使い捨て手袋等は事業者負担です。利用者に別途負担を求めてはなりません。 

・サービスの内容及び費用について、利用者又は家族に対し、あらかじめ説明を行い、利用者の同意を得 

なればなりません。(「同意」は文書により確認できるようにしてください。) 

・領収書には、利用者負担分とその他費用の額を区分して記載する必要があります。その他費用の額につ 

いてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければなりません。また、領収書又は請求書にはサ 

ービスを提供した日や利用者負担の算出根拠である請求単位等、利用者にとって支払う利用料の内訳が 

わかるようにしてください。 
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(３)保険給付の請求のための証明書の交付(施行規則第１９条) 

償還払いを選択している利用者から費用の支払い(１０割全額)を受けた場合は、提供した定期巡回・随

時対応型訪問介護看護サービスの内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求する上

で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければなりません。 

 

４ サービス提供時の注意点 

(１)基本取扱方針(施行規則第２０条) 

①定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のた

めに、その目標を設定し、計画的に行わなければなりません。 

②随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行わ

れるものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければなりませ

ん。 

③自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。 

 

(２)具体的取扱方針(施行規則第２１条) 

①定期巡回サービスの提供に当たっては、第２３条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行います。 

②随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う 

訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努

め、 

利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。 

③随時訪問サービスの提供に当たっては、第２３条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行います。 

④訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第２３条第１項に規定する定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切

に行います。 

⑤訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の

的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行います。 

⑥特殊な看護等については、これを行ってはなりません。 

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

⑧定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な

介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行います。 

⑨定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳

重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に

交付します。 

 

(３)主治の医師との関係(施行規則第２２条) 

①常勤看護師等は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしな
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ければなりません。 

②事業者は、訪問看護サービスを提供する場合、主治医による指示を文書で受けなければなりませ

ん。主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはできません。 

③事業者は、主治医に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係る

ものに限る)」及び「訪問看護報告書」を提出しなければなりません。 

④保険医療機関が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者である場合には、主治医の指示は診療録

に記載されるもので差し支えありません。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問

看護報告書についても看護記録等の診療記録に記載されるもので差し支えありません。 

 

(４)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成(施行規則第２３条) 

①計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪

問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内

容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければなりません。 

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居

宅サービス計画の内容に沿って作成しなければなりません。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サ

ービス計画に定められた定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該

居宅サービス計画の内容並びに利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決

定することができます。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出します。 

③定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセス

メント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決

すべき課題を把握することをいいます。)の結果を踏まえ、作成しなければなりません。 

④訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第１項に規定

する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければなりません。 

⑤計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な指導及

び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければなりません。 

⑥計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

⑦計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければなりません。 

⑧計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪

問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

の変更を行います。 

⑨定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更は、①から⑦を準用します。 

⑩訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除きます。)は、訪問看護サービスについて、訪問

日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければなりません。 

⑪常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければなりません。 

⑫定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限ります。)及び

訪問看護報告書の作成は、④を準用します。 
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・介護支援専門員が作成する居宅サービス計画が変更になった場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画も見直し、必要な変更をしてください。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しないままサービスを提供したとしても、介護報酬を算

定することはできません。 

 

(５)利用者に関する市への通知(施行規則第２５条) 

利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市に通知しなければなりま

せん。 

①正当な理由なしに定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用に関する指示に従わないこと

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるときです。 

②偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときです。 

 

(６)緊急時等の対応(施行規則第２６条) 

①従業者は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた等の場合には、速やかに主治医への連絡を

行う等の必要な措置を講じなくてはなりません。 

②従業者が看護職員である場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければなりません。 

・緊急時の主治医等の連絡先を従業者が把握していることが必要です。 

・事業所への連絡方法についてルールを決めて、従業者に周知してください。 

（関連）２８ページ「（１２）事故発生時の対応」参照  

 

(７)同居家族に対するサービス提供の禁止(施行規則第２４条) 

従業者に、その同居の家族である利用者に対するサービスの提供をさせてはなりません。 

 

 

５ 事業所運営 
 

(１)管理者等の責務(施行規則第２７条) 

①管理者は、従業者の管理及び業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行わなければなら

ず、従業者に対して運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を行う必要があります。 

②計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用の申込みに係る調整等のサ

ービスの内容の管理を行う必要があります。 

・タイムカード等によって出勤状況を確認してください。 

・毎日基準以上の人員配置になるよう､適正に勤務ローテーションを組んでください。 

・資格が必要な職種については資格を確認し、資格証等の写しを事業所で保管してください。 

・従業者との雇用関係が確認できる雇用契約書等を事業所に保管してください。 
 

(２)運営規程(施行規則第２８条) 

運営規程には次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務の内容 
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③営業日及び営業時間 

④指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑤通常の事業の実施地域 

⑥緊急時等における対応方法 

⑦合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

⑧虐待の防止のための措置に関する事項 

⑨前各号に掲げるもののほか、事故発生時の対応、従業者の秘密保持義務、苦情及び相談の受付体

制その他の運営に関する重要事項 

・指定後は、事業所名称、所在地、営業日、営業時間、利用定員、従業者の職種、利用料等の内容の変更

の都度、運営規程も修正しておく必要があります。(修正した年月日、内容を最後尾の附則に記載する

ことで、事後に確認しやすくなります。) 

・従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、置くべきとされてい

る員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えありません。 

・運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年１回程度で足

りることとします。 

・変更後は、変更届を提出してください。 

 

(３)勤務体制の確保等(施行規則第２９条) 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければなりません。 

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当

該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければなりません。ただし、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所が、適切に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築してお

り、他の訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所又は訪問看護事業所(以下「訪問介護事業所

等」という。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地

域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部

を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該訪問介護事業所等の従業者に行わせるこ

とができます。 

③前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスに限り、複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の間の契約に基づき、当該複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図

ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができます。 

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければなりません。 

⑤指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。 
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・勤務体制が勤務表(原則として月ごと)により明確にされていなければなりません。 

・事業所ごとに、雇用契約の締結等(派遣契約を含む)により、事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護 

員等がサービス提供をしなければなりません。 

 

〇介護現場におけるハラスメント対策 

・令和３年４月の改正にて、事業者は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならないこととされています。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事業主が職

場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい

ての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規

定されているとおりですが、特に留意されたい内容は以下のとおりです。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場における

ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応す

る担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者

に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24 号）附則第３条

の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する

従業員の数が 300 人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義

務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努めてください。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行（カスタマーハラスメント）の防止

のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相

談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研

修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されています。介護現場では特に、利用者又

はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講ずべ

き措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マ

ニュアル」、「（管理者・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望まし

いです。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載してい

るので参考にしてください。（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設

置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各種研修

の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所における

ハラスメント対策を推進することが望ましいです。 

 

（４）業務継続計画の策定等(施行規則第２９条の２)【令和３年４月１日新設】 

①指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で
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早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じなければならない。 

②指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対

し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

③指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

〇業務継続計画（BCP）の策定 

① 事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受けられる

よう、提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計

画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレ

ーション）を実施しなければならないこととしたものです。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓

練の実施については、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。また、

感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓

練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましいです。なお、当該義務

付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義

務とされています。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、各項目の記載内容については、「介護

施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」、「介護施設・事

業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は

地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定してください。なお、感

染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではありません。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常

時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとします。職員教育を組織的に浸

透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を

実施することが望ましいです。また、研修の実施内容についても記録してください。なお、感染症の

業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施す

ることも差し支えありません。 

④  訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケ

アの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとします。なお、感染症の業務継続計画に係る訓

練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えあり

ません。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

 



 23 

(５)衛生管理等(施行規則第３０条) 

①従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う必要があります。 

②設備及び備品等について、衛生的な管理に努める必要があります。 

③指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ため対策を検討する委員会（テレビ電話措置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

※当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日まで

の間は、努力義務とされています。 

・訪問介護員等に対し健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。 

・事業所の責務として、訪問介護員等が感染源となることを予防し、また、感染の危険から守るため、使い

捨ての手袋や携帯用手指消毒液などを持参させてください。(事業者負担により用意してください。) 

・利用者の健康状態等を訪問介護員等が把握するようにしてください。(アセスメント内容を把握します。) 

・衛生マニュアル、健康マニュアルを作成し、訪問介護員等に周知してください。 

・採用時には必ず感染症対策に係る研修等を実施することが重要です。 

また、研修を実施した際は、その実施内容について記録を作成してください。 

〇感染症対策の実施 

・感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱

いとします。各事項について、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。な

お、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間

は、努力義務とされています。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委

員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望まし

く、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい

です。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以下

「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、利用者の状況など事

業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を

勘案して必要に応じ随時開催する必要があります。感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイ

ムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができ

るものとします。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守してください。なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支えありません。また、事業所に実施が求められるものですが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 



 24 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の

対応を規定します。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染

対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定されま

す。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておく

ことも必要です。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手

引き」を参照してください。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な

ケアの励行を行うものとします。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な

教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましいで

す。また、研修の実施内容についても記録することが必要です。なお、研修の実施は、厚生労働省「介

護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うも

のでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行ってください。また、平時から、実際に感染症が発生

した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行う

ことが必要です。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定め

た指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを

実施するものとします。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

 

①事業所の利用者が見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用申込者のその他の

サービスの選択に資すると認められる重要事項(苦情処理の概要等)を掲示しなければならない。 

②事業者は、①に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

・事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービス

の第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開

示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を次の点に留意した上で、事業

所の見やすい場所に掲示する必要があります。 

ア 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族

に対して見やすい場所のことです。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲載する趣旨であり、従業者

の氏名まで掲示することを求めるものではありません。 

・掲示すべき内容は重要事項説明書に網羅されていますので、重要事項説明書を掲示用に加工して掲示して

いる事業所が多いです。  

・掲示方法は、書類を壁に貼り付ける方法のほか、ファイルに入れ閲覧できるようにしてもかまいません。 

(関連)１３ページ「(１)内容及び手続の説明及び同意」参照 

  

(６)掲示(施行規則第３１条) 



 25 

(７)秘密保持等(施行規則第３２条) 

①従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりませ

ん。 

②過去に従業者であったものが､正当な理由がなく､その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

③サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなりません。 

・「必要な措置」とは、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用

時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべきとされています。 

・個人情報保護法の遵守について、介護保険事業者の個人情報保護法に関するガイドラインが厚生労働省

から出されています。６１ページ「個人情報保護について」参照してください。 

 

(８)広告(施行規則第３３条) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇

大なものとなってはなりません。 

 

(９)居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止(施行規則第３４条) 

居宅介護支援事業者によるサービス事業者の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者又は

その従業者に対し、利用者に対して特定の事業者を利用させることの対償として、金品その他の財産上

の利益を供与することは禁じられています。 

・このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 

 

(１０)苦情処理(施行規則第３５条) 

提供した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に、迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければな

りません。 

①事業所が苦情を受けた場合 

      利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切

に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録しなければなりません。 

②市に苦情があった場合 

    市から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、

利用者からの苦情に対して市が行う調査に協力しなければなりません。また、市から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従い、必要な改善を行わなければなりません。 

さらに、市からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市に報告しな

ければなりません。 

③国保連に苦情があった場合 

    利用者からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。また、国保連から求めがあっ

た場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国保連に報告しなければなりません。 
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①利用者からの苦情に対応するための措置 

・「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制

及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを

利用者又はその家族にサービスの内容を説明する文書(重要事項説明書等)に記載する等の方法により周

知することです。 

(関連)１３ページ「(１)内容及び手続の説明及び同意」・２４ページ「(６)掲示」参照 

②苦情に対するその後の措置 

・事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま

え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行わなければなりません。 

・また、苦情を申し出た利用者等に対して、それを理由に不当な対応を行ってはいけません。 

 

(１１)地域との連携(施行規則第３６条) 

    ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当た

っては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する

者等により構成される協議会（その会議をテレビ電話装置等を活用して行うものを含むものと

し、利用者又はその家族（「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこととする。）(以下この項におい

て「介護・医療連携推進会議」といいます。)を設置し、おおむね６月に１回以上、介護・医療

連携推進会議に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連

携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければなりません。 

    ②定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければなりません。 

    ③定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援 

助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければなりません。 

    ④定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在

する建物と同一の建物に居住する利用者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する

場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければなりません。 

    ⑤介護・医療連携推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲 

げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の介護・医療連携推進会議を合同で開催して差 

し支えありません。 

(ア)利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護します。 

(イ)同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成 

の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市区域の単位等内に所在する事業所であ 

っても差し支えありません。 

(ウ)合同で開催する回数が、１年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超 

えてはいけません。 
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(エ)外部評価を行う介護・医療連携推進会議は、単独で開催します。 

    ⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を 

目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、

当該自己評価結果について、介護・医療連携推進会議において第三者の観点からサービスの評価

(外部評価)を行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意します。 

(ア)自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、定期巡回・随時. 

対応型訪問介護看護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上 

させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。 

(イ)外部評価は、介護・医療連携推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づ 

き、当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、 

利用者、地域の医療関係者、市職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行う 

ことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要です。 

(ウ)このようなことから、介護・医療連携推進会議において当該取組を行う場合には、市職員 

又は地域包括支援センター職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に知見を有し公正・ 

中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。 

(エ)自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介 

護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表するこ 

とが考えられますが、法人のホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやす 

い場所への掲示、市窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支 

えありません。 

(オ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方につい

ては、平成２４年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応サービスにおける自己

評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業」を参考に行うものとし、サービスの改善

及び質の向上に資する適切な手法により行います。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．１)(平成３０年３月２３日)) 

(問１１９) 

Ｑ「いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われないよう、第３条の８の正当な理由があ

る場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければならな

い」ことされているが、地域の要介護者からの利用申込みがないような場合はどうか。 

Ａ・この規定の趣旨は、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければな

らないことを定めたものであり、地域のケアマネジャーや住民に対して、同一建物の居住者以外の要

介護者も利用可能であることを十分に周知した上でも、なお、地域の要介護者からの利用申込みがな

い場合には、本規定に違反するものではない。 

・また、同一建物の居住者以外の要介護者の利用申込みを妨げることは、本規定に違反するものであ

る。 
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(１２)事故発生時の対応(施行規則第３７条) 

実際に事故が起きた場合 

①市、家族、居宅介護支援事業者へ連絡を行う等、必要な措置を講じなければなりません。 

②事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなりません。 

③利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。 

事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に周知してください。 

・少なくとも事業所が所在する市においては、どのような事故が起きた場合に報告するか確認しておいて 

ください。 

・事業所における損害賠償の方法(保険に加入している場合にはその内容)を把握しておいてください。 

・事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析 

を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備してください。 

(具体的に想定されること) 

①介護事故等について報告するための様式（市ホームページからダウンロード）を整備します。 

②介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①

①報告様式に従い介護事故等について報告します。 

③事業所において、報告された事例を集計し、分析します。 

(ア)事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等 

をとりまとめ、防止策を検討します。 

(イ)報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底します。 

(ウ)防止策を講じた後に、その効果について評価します。 

・事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)及び現状を放置してお

くと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止対策を講じる必要が

あります。 

 

（１３）虐待の防止(施行規則第37 条の２) 【令和３年４月１日新設】 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（その会議をテレビ電話装置等を活

用して行うものを含む。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図ること。 

(２)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(３)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(４)前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

※当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの

間は、努力義務とされています。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待

等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策

を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担

を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家
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を委員として積極的に活用することが望ましい。一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸

般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有

されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。な

お、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること

として差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連

携により行うことも差し支えない。また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項

について検討することとする。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待

等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に

関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関するこ

と 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針に基づき、虐待の防止の

徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づい

た研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必

ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。また、研修の実施内容についても記録す

ることが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するた

め、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と

同一の従業者が務めることが望ましい。 
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〇虐待の未然防止 

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要が

あり、一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す

必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適

切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

〇虐待等の早期発見 

事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にある

ことから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓

口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、

利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

〇虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、事業者は当該通報の手続

が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防

止するために次に掲げる事項を実施するものとする。なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年

間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

 

(１４)会計の区分(施行規則第３８条) 

①事業所ごとに経理を区分するとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの事業の会

計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。 

②具体的な会計処理等の方法は、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成  

１３年３月２８日老振発第１８号)」を参照してください。 

 

(１５)記録の整備(施行規則第３９条) 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、そのうち、次に掲げる記録はその完結の日

から５年間保存しなければなりません。 

①従業者の勤務の体制についての記録 

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の請求に関して国民保険団体連合会に提出したものの写 

し 

③定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

④提供した具体的なサービスの内容等の記録  

⑤提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書 

⑥提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに関する利用者及びその家族からの

苦情の内容等の記録 

⑦提供した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに関する事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

⑧主治の医師による指示の文書  

⑨市への通知(１９ページ「(５)利用者に関する市への通知」を参照します。） 
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（１６）電磁的記録等  (施行規則第１８９条) 【令和３年４月１日新設】 

①指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面で行うことが規定され、又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 

②指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この規則の規

定において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面による方法に代えて、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法によることができる。 

※「書面」：書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物 

※「電磁的記録」：電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるもの 

※「電磁的方法」：電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法 

※電磁的記録または電磁的方法により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

  

〇電磁的記録について 

・事業者及びサービスの提供に当たる者等は、被保険者証に関するものを除く書面の作成、保存等

を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとします。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する

方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルによ

り保存する方法 

・その他、電磁的記録により行うことができるとされているものは、イ及びロに準じた方法による

こととします。 

〇電磁的方法について 

・事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる

電磁的方法によることができることとします。 

イ 電磁的方法による交付は、規則第189 条の規定に準じた方法によります。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が

考えられます。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産

省）」を参考にしてください。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面に

おける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこととされています。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ」を参考にしてください。 

二 その他、電磁的方法によることができるとされているものは、イからハまでに準じた方法によ

ります。ただし、基準若しくは予防基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるもの

については、当該定めに従うこととします。 
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Ⅴ．介護報酬請求上の注意点について 
 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 
 

(１)定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準により算出します。算出の方法は次のとおりです。 

①事業者は、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に基づき、単位数を算出します。基本の単 

位数に対して、加算・減算が必要な場合には、加算・減算の計算を行うごとに、小数点以下の四捨

五入を行います。なお、サービスコード表に掲載されている単位数は、すでに端数処理を行った単

位数のため、端数処理を行う必要はありません。 

②上記①により算出した単位数に、地域ごとの１単位(小田原市では、１０．７０円)を乗じて単価を

算定(金額に換算)します。また、その際１円未満の端数は切り捨てます。 

③上記②に算出した額に、９０％、８０％又は７０％を乗じた額が保険請求額となり、総額から保険

請求額を引いた額が利用者負担となります。 

地域区分（地域ごとの１単位の単価）：「５級地」…１０．７０円 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 

(問１３９) 

Ｑ訪問看護サービスについて、定期的に訪問する予定がない月も、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

(Ⅰ)(２)(訪問看護サービスを行う場合)算定はできるのか。 

Ａ訪問看護サービスについては、医師が当該利用者に対する訪問看護サービスの提供に係る指示を行った

場合に、当該指示の有効期間に基づき提供されるものであり、定期的に提供する場合と随時対応サービ

スにおけるオペレーターの判断により随時に提供する場合のいずれもが想定され、随時の訪問看護サー

ビスのみが位置付けられることもあり得る。 

なお、随時の訪問看護サービスのみの利用者については、緊急時訪問看護加算の算定はできないことと

し、実際に１度も訪問看護サービスの提供が行われない月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

(Ⅰ)(１)(訪問看護サービスを行わない場合)を算定する。 

(問１４３) 

Ｑ定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月を通じて１か月間入院する場合、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護費は算定できるのか。 

Ａ利用者が１月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、サービスを利用できるような状況にない

ため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできない。夜間対応型訪問介護費についても同様

の取扱いとなる。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．２)(平成２４年３月３０日)) 

(問２４) 

Ｑ訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の状況等により訪問看護サービスを行わなかった

場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(２)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるの

か。 

Ａ利用者の都合や、月の途中で医療保険の訪問看護の給付対象となった場合、一時的な入院をした場合な

どのやむを得ない事情により、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応サービス計画において定期的に

訪問することを位置付けていた訪問看護サービスを提供することが結果としてなかった月においては、
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(２)の算定は可能(医療保険の訪問看護の給付対象となった日

数を除く。)である。 

なお、この場合、利用者にとって真に必要なサービスが提供されるよう、適切なアセスメントとケアマ

ネジメントにより、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応サービス計画の見直しを検討すべきであ

る。 

※定期巡回･随時対応サービスと連携して訪問看護を行う場合の訪問看護費の取扱いについても同様。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．３)(平成２４年４月２５日)) 

(問９) 

Ｑ訪問看護事業所が、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合、

連携する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称等の届出を行い、訪問看護費を算定すること

となるが、いつから当該訪問看護費を算定することができるのか。 

Ａ都道府県が当該届出を受理した後(訪問看護事業所が届出の要件を満たしている場合に限る。)に、利用

者が訪問看護の利用を開始した日から算定することが可能である。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(平成２７年４月１日)) 

(問５) 

Ｑ月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全ての

サービス提供部分が減算の対象となるのか。 

Ａ集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受けた

サービスについてのみ減算の対象となる。 

月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)及び定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係

る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。 

なお、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。ま

た、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。 

(問１５８) 

Ｑ定期巡回・随時対応サービスの利用者が、短期入所系サービス（短期入所生活介護、短期入所療養介

護、短期利用居宅介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期

利用特定施設入居者生活介護）を利用する月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのよ

うに取り扱うのか。 

Ａ短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く。)に応じ、サービスコード表に定められた日割り単価(下

表)に応じた日割り計算を行う。例えば、要介護３の利用者であり、訪問看護サービスを利用する者 

が、４月に７泊８日の短期入所系サービスを利用する場合の単位数は、以下のとおりとなる。 

６４８単位×(３０日(注１)－７日(注２))＝１４，９０４単位(注１)４月の日数、(注２)８日－退所日 

  要介護度 訪問看護サービスを行わない場合及び連携型利用者 訪問看護サービスを行う場合 

要介護１        １８６単位                   ２７２単位       

要介護２        ３３２単位                   ４２４単位        

要介護３        ５５２単位                   ６４８単位        

要介護４        ６９８単位                   ７９８単位        

要介護５        ８４４単位                   ９６７単位        

(問１５９) 
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Ｑ定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった場合又は月の

途中から医療保険の訪問看護の給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があった場合の当

該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。 

Ａこの場合、医療保険の訪問看護の適用期間は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(２)(訪問看護サ

ービスを行う場合)の算定はできず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(１)(訪問看護サービスを

行わない場合)の算定が行われ、医師の指示の期間に応じた日割り計算を行うこととなる。 

具体的には要介護３の利用者に対する、４月５日から４月１８日までの１４日間に係る特別指示があっ

た場合の単位数は、以下のとおりとなる。 

６４８単位×(３０日－１４日)＋５５２単位×１４日＝１０，３６８単位＋７，７２８単位＝ 

１８，０９６単位 

 

(２)月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合 

月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り計算してください。 

 

(３)訪問介護費等との関係 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している間は、訪問介護費(通院等乗降介助に係るものを除

きます。)、訪問看護費(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除きます。)、

夜間対応型訪問介護費は算定できません。 

ただし、従前からこれらのサービスを利用していた場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用開

始日については同日算定できます。同じく、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用終了日にこれら

のサービスの利用を開始した場合、当該終了日については同日算定できます 

 

(４)同月内に通所系サービスを利用した場合の取扱い 

同月内に通所系サービスを利用した場合は、次のとおり取り扱ってください。 

・サービス名：通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護 

・計 算 式：所定単位数の単位－通所系サービスの利用日数×次表の単位数 

 定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護費(Ⅰ) 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護費(Ⅱ) 

一体型 連携型 

訪問看護サービス 

を行わない場合 

訪問看護サービス 

を行う場合 

 

要介護１ ６２単位  ９１単位 ６２単位 

要介護２ １１１単位 １４１単位 １１１単位 

要介護３ １８４単位 ２１６単位 １８４単位 

要介護４ ２３３単位 ２６６単位 ２３３単位 

要介護５ ２８１単位 ３２２単位 ２８１単位 
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(５)同月内に短期入所系サービスを利用した場合の取扱い 

同月内に短期入所系サービスを利用した場合は、次のとおり取り扱ってください。 

・サービス名：短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、小規模

多機能型居宅介護(短期利用居宅介護費を算定する場合に限ります。)、短期利用特定

施設入居者生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護、看護小規模多機

能型居宅介護(短期利用居宅介護費を算定する場合に限ります。) 

・計算式:(当該月の日数－短期入所系サービスの利用日数)×日割りの単位数 

※短期入所系サービスの利用日数には、退所日は含みません。 

 

(６)主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い  一体型のみ 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(２)について、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の訪問看護サービスを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の

医師を除きます。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特

別の指示を行った場合は、当該指示の日から１４日間に限って、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

費(Ⅰ)(１)に掲げる所定単位数を算定します。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又は特別指示書の

交付があった場合は、交付の日から１４日間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、訪

問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)は算定しません。 

この場合においては日割り計算を行うこととし、日割り計算の方法については、当該月における、当

該月の日数から当該医療保険の給付対象となる日数を減じた日数を、サービスコード表の訪問看護サ

ービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)の日割り単価に乗じて得た単位数と、

当該医療保険の給付対象となる日数を、サービスコード表の訪問看護サービス利用者以外の利用者に

係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)の日割り単価に乗じて得た単位数とを合算した単位数

を当該月の所定単位数とします。 

なお、医療機関において実施する訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の訪問

看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その

期間等については、診療録に記載しなければなりません。 

 

２ 減算 

 

(１)事業所と同一建物内の利用者へのサービス提供 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の

建物若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」とい

う。)に居住する利用者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における１月当たりの利用者が同

一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除きます。)に対して、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき６００単位を所定単位数から減算し、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する
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建物に居住する利用者に対して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき９

００単位を所定単位数から減算します。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と構造上又は外形上、

一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地(当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含みます。）にある建築物のうち効率的なサー

ビス提供が可能なものを指します。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場

合などが該当し、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の

建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。 

(イ)当該減算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサ 

ービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、

位置関係のみをもって判断することがないよう留意します。具体的には、次のような場合を一

例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではありません。 

(同一敷地内建物等に該当しないものの例) 

・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回

しなければならない場合 

(ウ)同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と異なる場合であっても該当します。 

(エ)同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物の定義 

(Ａ)同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の利用者が５０人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものです。 

(Ｂ)この場合の利用者数は、１月間(暦月)の利用者数の平均を用います。この場合、１月間の利用

者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月

の日数で除して得た値とします。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨

てるものとします。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(平成２７年４月１日)) 

(問５) 

Ｑ月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全ての

サービス提供部分が減算の対象となるのか。 

Ａ集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受けた

サービスについてのみ減算の対象となる。 

月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)及び定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係

る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。 

なお、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。ま

た、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。 

(問６) 

Ｑ集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の

効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのよ

うな範囲を想定しているのか。 

Ａ集合住宅減算は、訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く)について、例えば、集合住宅の１階部分に
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事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用

者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、このことを適正に評価す

るために行うものである。 

従来の仕組みでは、事業所と集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付

き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。)が一体的な建築物に限り減算対象としていたところである。 

今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できるもの

については同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集

合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問

する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすることとしたものであ

る。 

このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは

移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。 

 ・広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、ＵＲ(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団    

地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地） 

 ・幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの 

(問９) 

Ｑ集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、無届けであっても実態が備わっていれば「有料老

人ホーム」として取り扱うことでよいか。 

Ａ貴見の通りである。 

(問１１) 

Ｑ集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合に

はどのような取扱いとなるのか。 

Ａサービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 

 

(２)准看護師が行う場合 

 ①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(２)については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚

生労働大臣が定める疾病等の患者を除きます。)に対して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っ

た場合(訪問看護サービスを行った場合に限ります。)に、利用者の要介護状態区分に応じて、１月に

つきそれぞれ所定単位数を算定します。ただし、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定

単位数の１００分の９８に相当する単位数を算定します。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以

外の看護師等が訪問する場合については、所定単位数に１００分の９８を乗じて得た単位数を算定し

ます。 また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合に、准

看護師が訪問する場合については、准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の１００分の９８)

を算定します。 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 

(問１４４) 

Ｑ月に１度でも准看護師が訪問看護サービスを提供した場合、所定単位数の１００分の９８の単位数を算

定するのか。 

Ａ１００分の９８の単位数を算定する。  
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３ 加算 

 

加算の届出の際には下記小田原市ホームページの該当箇所をご確認ください。 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/service/nursing_b/service/p31530.html 

（小田原市ホームページ  地域密着型サービス事業者・介護予防支援事業者向け情報 2 加算届） 

 

(１)特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 所定単位数の１００分の１５/月 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

  別に厚生労働大臣が定める地域に所在する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として

使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用され

る事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った

場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算として、１月につき所定単位数の１００分

の１５に相当する単位数を所定単位数に加算します。 

 

(２)中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の１００分の１０/月 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する定期 

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場

合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき所定単位数の１００分

の１０に相当する単位数を所定単位数に加算します。 

②厚生労働大臣が定める施設基準(平成２７年３月２３日 厚労告第９６号) 

    １月当たり実利用者数が５人以下の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所です。 

③地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

     ①実利用者数は前年度(３月を除く。)の１月当たりの平均実利用者数です。 

②前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始、又は再開した事業所を含みます。)につ

いては、直近の３月における１月当たりの平均実利用者数を用います。したがって、新たに事業を

開始、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となります。 

平均実利用者数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の利用者数を上回った場合につい

ては、直ちに届出を提出しなければなりません。 

③当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを

行う必要があります。 

 

(３)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の１００分の５/月 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生

労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を

所定単位数に加算します。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/service/nursing_b/service/p31530.html
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加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできません。 

 

 

(４)緊急時訪問看護加算 ３１５単位／月 一体型のみ 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) の訪問看護サービスを行う場合について、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除きます。以下

「一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」といいます。）が、利用者の同意を得て、計画

的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービス

を行う場合に限ります。)には、緊急時訪問看護加算として、１月につき３１５単位を所定単位数に

加算します。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

   (ア)緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求

められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サ

ービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていな

い緊急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に

加算します。 

(イ)緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属す

る月の所定単位数に加算します。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護

及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける緊急時訪問看護加算

並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における２４時間対応体

制加算は算定できません。 

(ウ)緊急時訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できます。このため、

緊急時訪問看護加算に係る訪問看護サービスを受けようとする利用者に説明するに当たっては、

当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認

します。 

(エ)緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所を選定する上で必要な情報として届け出させます。なお、緊急時訪問看護加算の算定に当

たっては、届出を受理した日から算定するものとします。 

国Ｑ＆Ａ(介護報酬に係るＱ＆Ａ(平成１５年５月３０日)) 

(問３) 

Ｑ緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が

緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。 

Ａ緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健

師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に限り、医師が

対応してもよい。  

 

国Ｑ＆Ａ(平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成１８年３月２２日)) 
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(問４) 

Ｑ訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されてお

り、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算

も算定できないのか。 

Ａ緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して 24 時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問

することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものであ

り、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。 

 (５)特別管理加算  (Ⅰ)５００単位／月 一体型のみ  (Ⅱ)２５０単位／月 一体型のみ 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) の訪問看護サービスを行う場合について、訪問看護サー

ビスに関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限ります。）

に対して、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスの実施に関する計

画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、特別管理加算として、１月につき

次に掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しません。 

②厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(厚働告第９４号) 

   (ア)次のいずれかに該当する状態です。 

(Ａ)診療報酬の算定方法(平成２０年厚生労働省告示第５９号)別表第１医科診療報酬点数表(以下

「医科診療報酬点数表」といいます。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管   

切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用してい 

る状態です。 

(Ｂ)医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸 

素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自 

己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼とう痛管理指導管理又は在宅肺

高血圧症患者指導管理を受けている状態です。 

(Ｃ)人工肛(こう)門又は人工膀(ぼう)胱(こう)を設置している状態です。 

(Ｄ)真皮を越える褥(じよく)瘡(そう)の状態です。 

(Ｅ)点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態です。 

      (イ)厚生労働大臣が定める区分です。 

     (Ａ)特別管理加算 (Ⅰ)   

②(ア)(Ａ)に規定する状態にある者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合で

す。 

(Ｂ)特別管理加算(Ⅱ)   

②(ア)(Ｂ)(Ｃ)(Ｄ)(Ｅ)に規定する状態にある者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を行う場合です。 

③地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

   (ア)特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所を選定する上で必要な情報として届け出させます。 

(イ)特別管理加算は、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月に算定する

ものとします。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模

多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける特別管理加算並びに同月に医療保険

における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できません。 
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(ウ)特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できます。 

(エ)「真皮を越える褥瘡の状態」とは、ＮＰＵＡＰ(Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｕｌｃｅ

ｒ ｏｆ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｐａｎｅｌ)分類Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類(日本褥

瘡学会によるもの)Ｄ３、Ｄ４若しくはＤ５に該当する状態をいいます。 

(オ)「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合には、定期的(１週間

に１回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感

染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア(利用者の家族等

に行う指導を含む)について訪問看護サービス記録書に記録します。 

(カ)「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の医師が点滴注射を週３

日以上行うことが必要である旨の指示を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に行った場合

であって、かつ、当該事業所の看護職員が週３日以上点滴注射を実施している状態をいいます。 

(キ)(カ)の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必

要が認められる場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、訪問

看護サービス記録書に点滴注射の実施内容を記録します。 

(ク)訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必

要な支援を行うこととします。 

 

国Ｑ＆Ａ(介護報酬に係るＱ＆Ａ(平成１５年５月３０日)) 

(問４) 

Ｑ特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされてい

るが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 

Ａ算定できる。  

(問６) 

Ｑ特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。 

Ａ特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又はその

家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を

整備していることが望ましい。 

(問７) 

Ｑ理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。 

Ａ特別管理加算については､別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画

的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリ

テーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われて

いるとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日）) 

(問２８) 

Ｑドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 

Ａ経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと

同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入され

たドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サ

ービスの特別管理加算についても同様の取扱いとなる。 

(問２９) 

Ｑ留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。 

Ａ留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を

行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できない。 
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また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看護において一度もポートを用いた薬

剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できない。 

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱い

となる。 

(問３０) 

Ｑ特別管理加算は 1 人の利用者につき 1 ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に

複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 

Ａ訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用するこ

とはできないため算定できない。 

ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービス

の利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であって

も特別管理加算は 1 人の利用者につき 1 事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業

所間の合議により決定されたい。 

なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算（2 回算定出来る場合を除く）に

ついても同様の取扱いとなる。 

(問３１) 

Ｑ「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・

アセスメント・評価を行い～（略）～実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とある

が、記録について具体的な様式は定められているのか。 

Ａ様式は定めていない。 

(問３２) 

Ｑ「点滴注射を週 3 回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合の医

師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。 

Ａ在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通常の訪問看護指示

書その他の様式であっても差し支えない。ただし、点滴注射の指示については７日毎に指示を受ける必

要がある。  

(問３４) 

Ｑ予定では週３日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により３日以上実施出来なかっ

た場合は算定できるのか。 

Ａ算定できない。  

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．２)(平成２４年３月３０日）) 

(問３) 

Ｑ「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週

や月をまたがって週３日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。 

Ａ点滴注射を７日間の医師の指示期間に３日以上実施していれば算定可能である。 

例えば４月２８日(土曜日)から５月４日(金曜日)までの７日間点滴を実施する指示が出た場合(指示期間

＊１)は、算定要件を満たす３日目の点滴を実施した４月に特別管理加算を算定する。加算は医師の指示

期間につき１回算定できるが、月をまたいだ場合でも、４月、５月それぞれ３回以上点滴を実施しても

両月で特別管理加算を算定することはできない。なお、上記の場合、５月中に再度点滴注射の指示(＊

２)があり要件を満たす場合は、５月も算定可能となる。 
日 月 火 水 木 金 土 

４/２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

点滴 

 

２９ 

点滴 

３０ 

点滴 

５/１ 

点滴 

２ 

点滴 

３ 

点滴 

４ 

点滴 

５ 

指示期間※１ 
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６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

１３ 

点滴 

 

１４ １５ 

点滴 

 

１６ １７ 

点滴 

 

１８ １９ 

 

(問４) 

Ｑ経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを

算定するのか。 

Ａ経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるた

め、特別管理加算（Ⅰ）を算定する。  

 

(６)ターミナルケア加算 ２０００単位／月 一体型のみ 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) の訪問看護サービスを行う場合について、在宅で死亡した

利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た一体型定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日(死亡日及び死

亡日前１４日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限

ります。)に訪問看護を行っている場合にあっては、１日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナ

ルケアを行った後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合を含みます。)は、ターミナルケア加算と

して、当該利用者の死亡月につき２，０００単位を所定単位数に加算します。 

②厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(厚働告第９５号) 

 (ア)訪問看護費におけるターミナルケア加算の基準 

(Ａ)ターミナルケアを受ける利用者について２４時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に

応じて、訪問看護を行うことができる体制を整備しています。 

(Ｂ)主治の医師との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について

利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行います。 

(Ｃ)ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されています。 

(イ)次のいずれかに該当する状態です。 

 (Ａ)多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、

進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障

害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいいます。）、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリー

ブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいいます。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳

炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎

症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚(けい)髄損傷及び人工呼吸器を使用している

状態です。 

(Ｂ)急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態で

す。 

③地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に算定することとされていますが、

ターミナルケアを最後に行った日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算

指示期間※２ 
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定することとします。 

(イ)ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できます。なお、当該加

算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した

場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利

用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア

加算(以下「ターミナルケア加算等」といいます。)は算定できません。 

(ウ)１の事業所において、死亡日及び死亡日前１４日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる

訪問看護をそれぞれ１日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア

加算等を算定します。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できま

せん。 

(エ)ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護サービス記録書に記録しなければな

りません。 

(Ａ)終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

(Ｂ)療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過について

の記録 

(Ｃ)看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基

づくアセスメント及び対応の経過の記録 

なお、(Ｃ)については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す

るガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本

人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応します。 

(オ)ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、２４時間以内に死亡が確認

される場合等については、ターミナルケア加算を算定することができるものとします。 

(カ)ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めます。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ．２)(平成２１年４月１７日)) 

(問１７) 

Ｑ(訪問看護)死亡前１４ 日以内に２回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し２４時間以内

に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。 

Ａターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、２４時間以内に死亡が確認された場合に算定すること

ができるものとする。  

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 

(問１７) 

Ｑ死亡日及び死亡日前１４日前に介護保険、医療保険でそれぞれ１回、合計２回ターミナルケアを実施し

た場合にターミナルケア加算は算定できるのか。 

Ａ算定できる。最後に実施した保険制度において算定すること。 

 

(７)初期加算 ３０単位/日 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して３０日以内の期間については、

初期加算として、１日につき所定単位数を加算します。３０日を超える病院又は診療所への入院の後
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に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とします。 

 

 

 

 

国Ｑ＆Ａ（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29 日）) 

(問１６) 

Ｑ定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の２週間後

に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から 30 日間算

定することは可能か。 

Ａ病院等に入院のため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の契約を解除した場合で、入院の期間

が 30 日以内のときは、再契約後に初期加算を算定することはできない（「指定地域密着型サービスに要

する費用の額に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号）別表１ハの注）が、そうでない場

合は、初期加算を算定することは可能である。 

 

(８)退院時共同指導加算 ６００単位/回 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当た

り、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士が退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、

介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導

を行い、その内容を文書により提供することをいいます。)を行った後、当該者の退院又は退所後に当

該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退

所につき１回(特別な管理を必要とする利用者については２回)に限り、所定単位数を加算します。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者

が退院又は退所するに当たり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護師等が退院時共

同指導を行った後に、当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護サービスを実施した場合に、１

人の利用者に当該者の退院又は退所につき１回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第６号を

参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には２回)に限り、当

該加算を算定できます。この場合の当該加算の算定は、初回の訪問看護サービスを実施した日の

属する月に算定します。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できます。 

また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ

ンが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ

電話装置等の活用について当該利用者又はその看護に当たる者の同意を得なければならない。な

お、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

(イ)２回の当該加算の算定が可能である利用者((ア)の厚生労働大臣が定める状態の者)に対して複数の

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所又は訪問看護ス
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テーションが退院時共同指導を行う場合にあっては、１回ずつの算定も可能です。 

(ウ)複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師

の所属する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対し、他の定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所等における退院時共同指導の実施の有無について確認します。 

(エ)退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅

介護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険におけ

る訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できません。((イ)の場合を除

きます。） 

(オ)退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護サービス記録書に記録します。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成２４年３月１６日)) 

(問３９) 

Ｑ退院時共同指導を実施した２ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定

できるのか。 

Ａ算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場

合に算定できる。  

(問４１) 

Ｑ退院時共同指導加算は、退院又は退所１回につき１回に限り算定できることとされているが、利用者が

１ヶ月に入退院を繰り返した場合、１月に複数回の算定ができるのか。 

Ａ算定できる。ただし、例２の場合のように退院時共同指導を２回行った場合でも退院後１度も訪問看護

を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は１回のみ算定できる。 

(例１)退院時共同指導加算は２回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 

(例２)退院時共同指導加算は１回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 

 

(９)総合マネジメント体制強化加算 １０００単位/月 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、１月につき

所定単位数を加算します。 

②厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(厚働告第９５号) 

    次に掲げる基準のいずれにも該当します。 

(ア)利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者、看護

師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の

見直しを行います。 

(イ)地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第３条の４第１項に規定する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所をいいます。)が提供することのできる定期巡回・随時対応型訪問介護

看護(指定地域密着型サービス基準第３条の２に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

いいます。)の具体的な内容に関する情報提供を行います。 
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③地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)総合マネジメント体制強化加算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回

サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合

わせて、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生

活の継続を支援するために、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が、

日常的に共同して行う調整や情報共有等の取組を評価するものです。 

(イ)総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定します。 

(Ａ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境

の変化を踏まえ、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、随

時適切に見直しを行っています。 

(Ｂ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスとなるよう、地域との連携を図

るとともに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、

事業所において提供することができる具体的なサービスの内容等について日常的に情報提供を

行っています。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ (平成２７年４月１日)) 

(問１５５) 

Ｑ総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者（小規模多機

能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者）が共同して個

別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が

関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのよう

に表せばよいか。 

Ａ定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供

する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供する

ことが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護

師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスと

は異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものであ

る。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供

する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、その都度

全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわる

ことで足りるものである。 

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により

行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務

の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが

行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的と

して、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。 

(問１５６) 

Ｑ定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に

対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度

で行われていればよいか。 

Ａ定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、
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適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に

情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。 

 情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等と

の間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。 

 なお､情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において

確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要

しない。 

(問１５７) 

Ｑ小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機

会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよい

か。 

Ａ小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民

との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて、サービスを提供することとしている。 

 「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知の５

(７)イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。 

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価を得て、

地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に応じて、様々なもの

が考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

 また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れ

た地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識をもって取り組ま

れていれば、当該要件を満たすものである。 

 なお､地域における活動が行われていることは、そのため､サービス提供記録や業務日誌等、既存の記

録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成す

ることは要しない。 

 

(１０)生活機能向上連携加算 (Ⅰ)１００単位/月 (Ⅱ)２００単位/月 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

(ア)生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、計画作成責任者が、訪問リハビリテーション事業所、通所 

リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和   

２３年法律第２０５号)第１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可

病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在

しないものに限ります。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活

機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、当該定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当

該定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算します。  

(イ)生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、利用者に対して、訪問リハビリテーション事業所、通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環とし

て当該利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向
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上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であって、当該医師、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に

基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該定期巡回・随時対応型訪

問介護看護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算します。ただし、

(ア)を算定している場合は、算定しません。 

②地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

(Ａ)「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」とは、利用者の日常

生活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、

利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、そ

の有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の内容を定めたものでなければなりません。 

(Ｂ)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、訪問リハビリテーション

事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

(病院にあっては、認可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメー

トル以内に診療所が存在しないものに限ります。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は

医師(以下「理学療法士等」といいます。)が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行

する又は当該理学療法士等及び計画作成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンフ

ァレンス(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成１１年厚生省令第 ３８

号)第１３条第９号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除きます。以下、

(ア)において同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、

入浴、排せつ等)及びＩＡＤＬ(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する利用者の状

況につき、理学療法士等と計画作成責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価

(以下「生活機能アセスメント」といいます。)を行うものとします。カンファレンスは、テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。また、この場合

の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、計画作成

責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビ

リテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーショ

ン料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若し

くは介護医療院です。 

(Ｃ)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次

に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければなりま

せん。 

(ａ)利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

(ｂ)生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目   

  標 

     (ｃ)(ｂ)の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

       (ｄ)(ｂ)及び(ｃ)の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

(Ｄ)(Ｃ)の(ｂ)及び(ｃ)の達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門 

員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者 
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の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うた 

めに必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可 

能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定します。 

(Ｅ)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の内容としては、例えば次のようなものが考えられます。 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する(１月目、２月目の目標とし

て座位の保持時間)」を設定します。 

(１月目)訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５分 

間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り 

及び付き添いを行う。 

(２月目)ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排 

泄の介助を行う。 

(３月目)ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添 

い、必要に応じて介助を行う。(訪問介護員等は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

提供時以外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う。) 

(Ｆ)本加算は(Ｂ)の評価に基づき、(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき提供さ

れた初回の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日が属する月を含む３月を限度として

算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度(Ｂ)の評価に基

づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直す必要があります。なお、当該３月の間

に利用者に対する訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーション等の提供が終了した

場合であっても、３月間は本加算の算定が可能です。 

(Ｇ)本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等

に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上

で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び(Ｃ)の(ｂ)の達成目標を踏まえた適切な対応

を行います。 

(イ)生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

(Ａ)生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、(ア)(Ｂ)、(Ｆ)及び(Ｇ)を除き(ア)を適用します。本加

算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適

切に把握した上で計画作成責任者に助言を行い、計画作成責任者が、助言に基づき(ア)(Ａ)の

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)するとともに、計画作成から３月経過後、

目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを

評価するものです。 

(ａ)(ア)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、

当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、訪問リハビリテーション事業

所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の場において把握し、又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任

者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者に助言を行います。なお、ＩＣＴ

を活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と

計画作成責任者で事前に方法等を調整するものとします。 

(ｂ)当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、(ａ)の助言に基づき、
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生活機能アセスメントを行った上で、(ア)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

の作成を行います。なお、(ア)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、(ａ)

の助言の内容を記載します。 

(ｃ)本加算は、(ア)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を提供した初回の月に限り、算定されるものです。なお、(ａ)の助

言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算を算定

することは可能ですが、利用者の急性増悪等により定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画を見直した場合を除き、(ア)(Ａ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しません。 

(ｄ)３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告します。なお、 

再度(ａ)の助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本

加算の算定が可能です。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成３０年３月２３日)) 

(問３) 

Ｑ生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等

の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされている

が、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 

Ａ具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業

所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の

医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えら

れる。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．４)(平成３０年５月２９日)) 

(問１) 

Ｑ「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに

関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で

事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。 

Ａ利用者のＡＤＬ(寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及びＩＡＤＬ(調理、掃除、

買物、金銭管理、服薬状況等)に関する利用者の状況及びその改善可能性の評価(以下「生活機能アセス

メント」という。)を行った上で、訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げる

その他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならないことから、外部

の理学療法士等は、生活機能アセスメントに留意した助言を行うことが求められる。 

  ①利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

  ②生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成目標 

  ③②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

  ④②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が考えられ

る。 

  ①訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニケーシ    

ョン(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利用者の自宅(生活の場・介護現
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場)にてビデオ通話を行うこと。 

②訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画によって利用者 

のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画の撮影方法及び撮影 

内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で動画撮影を行い、当該動 

画データを外部の理学療法士等に提供することにより、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及び 

ＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内容は、当該利用 

者の自宅(生活の場・介護現場)の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影すること。 

また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留意することが必

要である。ＳＮＳ(Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ)の利用については、セキュリ

ティが十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合

性評価協会(ＨＩＳＰＲＯ)が公表している「医療情報連携において、ＳＮＳを利用する際に気を付けるべ

き事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外部の理学療法士等が、保険医療機

関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を利用して行う場合には、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第５版)」(平成２９年５月)に対応して

いることが必要である。 

 

日常生活に支障を来すおそれのある症状もしくは行動が認められる認知症の者に対し、専門的な認知

症ケアを行った場合に算定します。 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１） 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90 単位 

（２） 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120 単位 

②厚生労働大臣が定める基準(平成２７年３月２３日 厚労告第９５号) 

(ア)認知症専門ケア加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すお

それのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下この号に

おいて「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。 

(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20 人未満である場合にあ

っては１以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合にあっては１に当該対象者の数が 19 を

超えて 10 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知

症ケアを実施していること。 

(3) 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること。 

(イ)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イの基準のいずれにも適合すること。 

(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所又は施設全

体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(１１)認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) ※(Ⅰ)(Ⅱ)のうちいずれか１つを算定できる。 
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(3) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。日常生活に支障を来すおそれのある

症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

③厚生労働大臣が定める者等(平成２７年３月２３日 厚労告第９４号) 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められ、介護を必要とする認知症の者 

④地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

(イ)認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、算定日が属する月の

前３月間の利用者実人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３

月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であるこ

とが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合

については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

(ウ)「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養事業の実施について」（平成

18 年３月31 日老発第0331010 号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の

円滑な運営について（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定

する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

(エ)「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、全員が

一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

(オ)「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施につい

て」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成

研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

 

国Ｑ＆Ａ（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29 日）) 

(問２９) 

Ｑ認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に

係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 

Ａ現時点では、以下のいずれかの研修である。 

①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程 

③日本精神科看護協会が認定している「(※)精神科認定看護師」※認定証が発行されている者に限る。 

(問３０) 

Ｑ認知症高齢者の日常生活自立度確方法如何。 

A・認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅

サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、

最も新しい判定を用いる。 

・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知

中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者
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の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立

度も含めて情報を共有することとなる。 

（注）指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について（平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第

二１(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」、指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等

の一部改正について（平成18年３月17日老計発0317001号、老振発0317001号、老老発0317001号

厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）別紙１第二１(6)「「認知症高齢者の日常生活

自立度」の決定方法について」及び指定地域密着型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基

準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について（平成18年３月31日老計発0331005号、老振発0331005号、老老発0331018号厚

生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）第二１(12)「「認知症高齢者の日常生活自立

度」の決定方法について」の記載を確認すること。 

（問３１） 

Q認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等は

あるか。 

A専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に

関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があるこ

とから、加算対象事業所の職員であることが必要である。なお、本加算制度の対象となる事業所は、専

門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所１か所のみである。 

（問３２） 

Q認知症専門ケア加算（Ⅱ）の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 

A認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合で

あれば、その者の職務や資格等については問わない。 

（問３３） 

Q認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有

すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算

における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 

A認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知症介護

実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であ

ることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実

践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が

未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。従って、加算対象となる者が20

名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者（認知症介

護実践リーダー研修の未受講者）1名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。 

（問３４） 

Q例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉

士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 
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A本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修

としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 

（問３５） 

Q認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成12年９月５日

老発第623号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成12年10月25日老計第43

号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

A含むものとする。 

（問３６） 

Q認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強

化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合

であって、当該会議の検討内容の１つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に

登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したもの

と考えてよいのか。 

A 貴見のとおりである。 

（問３７） 

Q認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が１／２以

上であることが求められているが、算定方法如何。 

A認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合については、届

出日が属する月の前３月間の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人

員数を用いる。例えば、以下の例の場合の前３月の平均は次のように計算する。 

なお、計算に当たって、 

－（介護予防）訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者（要介護者）に関しても利用者数に含め

ること 

－定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）（包括報酬）の場合は、利用実

人員数（当該月に報酬を算定する利用者）を用いる（利用延人員数は用いない）ことに留意する

こと。 

①利用実人員数による計算（要支援者を含む） 

・利用者の総数＝10人（１月）＋10人（２月）＋10人（３月）＝30人 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数＝７人（１月）＋７人（２月）＋７人（３月） 

＝21人 

したがって、割合は 21 人÷30 人≒70.0％（小数点第二位以下切り捨て）≧1/2 

②利用延人員数による計算（要支援者を含む） 

・利用者の総数＝61人（１月）＋60人（２月）＋64人（３月）＝185人 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数＝44人（１月）＋45人（２月）＋45人（３月） 

＝134人 

したがって、割合は134人÷185人≒72.4％（小数点第二位以下切り捨て）≧1/2 

・上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれ

かで要件を満たせば加算は算定可能である。 

・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更

になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。 

（問３８） 

Q認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つである認知症介
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護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切

な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

A必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、 

・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。 

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看

護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 

 

(１２)サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ） 

①地域密着型サービス報酬基準（平成１８年３月１４日 厚労告第１２６号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が、利用者に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しません。 

加算の種類 単位 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ７５０単位／月 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６４０単位／月 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ３５０単位／月 

 ②厚生労働大臣が定める基準(平成２７年３月２３日 厚労告第９５号) 

(ア)サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者（指定地域密着型サービス基準第 3 条の 4 第 1 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者をいう。以下同じ。）に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに

研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術

指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 

(4) 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 100 分の 60 以上であること。 

㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数

十年以上の介護福祉士の占める割合が 100 分の 25 以上であること。 

(イ) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも該当すること。 

(2) 当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が100 分の40 以上又は介護福祉

士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が100 分の60 以上である
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こと。 

(ウ) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも該当すること。 

(2) 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が100 分の30 以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程

修了者の占める割合が 100 分の 50 以上であること。 

㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100 分の 60 十以上であること。 

㈢ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100 分の 30 以上であること。 

③地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

(ア)研修について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけるサ

ービス従事者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めると

ともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、

研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければなりません。 

(イ)会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の全てが参加するものでなければなりません。なお、実施に当たっては、

全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができ

ます。また、会議の開催状況については、その概要を記録しなければなりません。なお、「定期

的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要があります。また、会議は、テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。「利用者に関

する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項

について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。「利用者に関する情報若しくは

サービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の

動向を含め、記載しなければなりません。 

(Ａ)利用者のＡＤＬや意欲 

(Ｂ)利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

(Ｃ)家庭環境 

(Ｄ)前回のサービス提供時の状況 

(Ｅ)その他サービス提供に当たって必要な事項 

(ウ)健康診断等について 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使

用する労働者」に該当しない定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者も含めて、少なくとも

１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施しなければなりません。新たに加算を算定

しようとする場合にあっては、少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画

されていることをもって足りるものとします。 
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(エ)職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除きます。)の平均 

を用いることとします。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、

又は再開した事業所を含みます。)については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算

方法により算出した平均を用いることとします。したがって、新たに事業を開始し、又は再開

した事業者については、４月目以降届出が可能となるものです。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各

月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とします。 

(オ)前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。なお、その割合については、毎月

記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければなり

ません。 

(カ)勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成２

４年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２４年３月３１日時点で勤続年数が３年以

上である者をいいます。 

(キ)勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介

護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て勤務した年数を含めることができるものとします。 

 

国Ｑ＆Ａ(平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ．１)(平成２１年３月２３日)) 

(問２) 

Ｑ特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若

しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体

的取扱いについて示されたい。 

Ａ要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、

例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を

確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士として含めることが

できる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修

修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホ

ームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録

又は修了の事実を確認するべきものであること。 

(問３) 

Ｑ特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事

項を示されたい。 

Ａ訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。)ごとに研修計画を策定

されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経

験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、こ

の訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応

じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施でき

るよう策定すること。 
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(問４) 

Ｑ特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留

意事項を示されたい。 

Ａ本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使

用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、１年以内ごとに

１回、定期的に医師による健康診断(常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の項目に

ついても労働安全衛生法と同様とする)を、事業所の負担により実施することとしている。 

また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生

法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合に

ついては、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該

健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については

本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者

が行う特定健康診査については、同法第２１条により労働安全衛生法における健康診断が優先されるこ

とが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用は

ないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。 

(問５) 

Ｑ同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)にお

ける勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。 

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

Ａ同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)

における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継

の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営している

と認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ

理事長等が同じであったとしても、通算はできない。 

(問６) 

Ｑ産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

Ａ産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができ

る。  

(問１０) 

Ｑ「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている

平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所について、体制届

出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

Ａサービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のように規定

されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなるこ

とが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定され

なくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実績に

基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績が基準を下回っていた場合

は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の算定はでき

ない取扱いとなる。 
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国Ｑ＆Ａ(平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(ｖｏｌ．２)(平成２７年４月３０日)) 

(問６３) 

Ｑサービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、１

年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(３月分を除く。)をもって、

運営実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、

４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 

Ａ貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降にお

いても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。 

(問６４) 

Ｑサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不

可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介

護福祉士の割合が６０％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 

Ａサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを同時に取得することはできない。 

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが判明し

た場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっている。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、サービ

ス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能で

ある。 

 

（１３) 処遇改善加算の及び介護職員等特定処遇改善加算 

※別添「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算」をご確認ください。 
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個人情報保護について 
 

平成１７年４月から、個人情報保護法が施行され、介護保険事業者も個人情報保護法に沿って事業運営を

していかなければなりません。 

具体的な取扱いのガイダンスは、厚生労働省が出していますので、以下の URL から御確認ください。 

 

 

 

 

 

主な義務等 概要 

１．利用目的の特定等 ・個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しな

ければならない。 

・あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超え

て、個人情報を取り扱ってはならない。 

２．利用目的の通知等 ・個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場

合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなけ

ればならない。 

３．個人情報の適正な取得、

個人データ内容の正確性

の確保 

・偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

・利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の

内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人デー

タを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 

４．安全管理措置、従業者の

監督及び委託先の監督 

・取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データ

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

・従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安

全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わ

なければならない。 

・個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委

託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対す

る必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

５．個人データの第三者提供 ・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはな

らない。 

６．外国にある第三者への提

供の制限 

・外国にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ外国に

ある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 

７．第三者提供に係る記録の ・個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定め

 
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 
  https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf 
 
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するＱ＆Ａ（事例集） 
  https://www.mhlw.go.jp/content/000681801.pdf 
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作成等 るところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名

又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を

作成しなければならない。 

８．第三者提供を受ける際の

確認等 

・第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければなら

ない。 

①当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

②当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

９．保有個人データに関する

事項の公表等 

・保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態

（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければ

ならない。 

①当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 

②全ての保有個人データの利用目的 他 

10．開示等の請求等に応じる

手続及び手数料 

・開示等の請求等に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求

を受け付ける方法を定めることができる。 

・利用目的の通知を求められたとき又は開示の請求を受けたときは、当該

措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 

11．理由の説明、苦情の対応 ・本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その

措置を講じない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置を講じる旨

を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければ

ならない。 

・個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければな

らない。 

 

 

 


